
公 告 

 

関税法（昭和２９年法律第６１号）第３７条第３項の規定に基づき、徳山港

指定保税地域の追加指定について、下記のとおり公聴会を開催するので、関税

法施行令（昭和２９年政令第１５０号）第３１条第１項の規定により公告する。 

 

 

平成３０年２月２日 

 

門司税関長 郡 山 清 武 

 

 

１ 日 時  平成３０年２月１９日（月） 午前１０時から 

 

２ 場 所  徳山港湾合同庁舎２階税関会議室 

（山口県周南市徳山港町６－３５） 

 

３ 主宰者  門司税関長 

 

４ 事 案  徳山港指定保税地域の追加指定について 

 

５ 追加指定をしようとする土地 

名 称  晴海埠頭コンテナ拡張ヤード 

所在地  山口県周南市晴海町６番３７及び６番５１の一部並びに６番

３９及び６番４０ 

面 積  ３３，８７９．４９㎡ 

区 域 

周南市晴海町６番３７所在の公共道路内（北緯３４度０２分２８．

６３３９秒、東経１３９度２７分２８.１０１７秒）を基点として、同

点から方向角２６７度５５分２３秒の方向に引いた線上の３７．１６

３メートルの地点を（１）とし、同点から方向角１６６度２５分３４

秒の方向に引いた線上の１６．１１９メートルの地点を（２）とし、

同点から方向角２０２度０２分２０秒の方向に引いた線上の６２．１

７０メートルの地点を（３）とし、同点から方向角２０１度４５分０

０秒の方向に引いた線上の２５．６７２メートルの地点を（４）とし、

同点から方向角１９９度１１分４９秒の方向に引いた線上の２．２３

５メートルの地点を（５）とし、同点から方向角２００度３０分４０

秒の方向に引いた線上の０．１４８メートルの地点を（６）とし、同

点から方向角２０１度４９分５２秒の方向に引いた線上の１１．０４



４メートルの地点を（７）とし、同点から方向角２０２度０２分４９

秒の方向に引いた線上の１７．８７８メートルの地点を（８）とし、

同点から方向角２０１度５３分３５秒の方向に引いた線上の１０．９

７４メートルの地点を（９）とし、同点から方向角２０１度５６分１

３秒の方向に引いた線上の０．１７３メートルの地点を（１０）とし、

同点から方向角２０１度５６分１３秒の方向に引いた線上の７．７６

０メートルの地点を（１１）とし、同点から方向角２０１度５１分３

２秒の方向に引いた線上の１１３．９８４メートルの地点を（１２）

とし、同点から方向角２０１度３６分５４秒の方向に引いた線上の５．

９９１メートルの地点を（１３）とし、同点から方向角１１１度２３

分１３秒の方向に引いた線上の１．８４８メートルの地点を（１４）

とし、同点から方向角２０１度５５分３４秒の方向に引いた線上の２

８．０２１メートルの地点を（１５）とし、同点から方向角２０１度

４７分５３秒の方向に引いた線上の２４．４９８メートルの地点を（１

６）とし、同点から方向角２９１度４４分０６秒の方向に引いた線上

の０．１５９メートルの地点を（１７）とし、同点から方向角２０２

度１９分５９秒の方向に引いた線上の２．０００メートルの地点を（１

８）とし、同点から方向角２０１度５８分５５秒の方向に引いた線上

の１．９４８メートルの地点を（１９）とし、同点から方向角２０１

度４８分４３秒の方向に引いた線上の５．２３５メートルの地点を（２

０）とし、同点から方向角３３５度２２分１９秒の方向に引いた線上

の１８．３８７メートルの地点を（２１）とし、同点から方向角２９

５度００分０４秒の方向に引いた線上の７８．０００メートルの地点

を（２２）とし、同点から方向角２９５度０８分３５秒の方向に引い

た線上の２１．３１９メートルの地点を（２３）とし、同点から方向

角２４度５８分０９秒の方向に引いた線上の３３．６８９メートルの

地点を（２４）とし、同点から方向角２４度５８分１１秒の方向に引

いた線上の２１．９９０メートルの地点を（２５）とし、同点から方

向角２４度５４分０５秒の方向に引いた線上の２７９．１８８メート

ルの地点を（２６）とし、同点から方向角７７度３５分２０秒の方向

に引いた線上の１１．５５３メートルの地点を（２７）とし、（１）か

ら（２７）に至る各点を順次結んだ線及び（１）と（２７）を結んだ

線によって囲まれた土地３３，８７９．４９平方メートルの区域。 

 


